
第１８回那須塩原市駅伝競走大会 大会要項 

 

１  目的 

   本大会は、駅伝競走を通して市民がスポーツに親しみ、市民相互の交流の機会を設けるととも

に、陸上競技の競技振興に寄与することを目的として実施する。 

 

２  主催 

   那須塩原市教育委員会  那須塩原市スポーツ協会 

 

３  主管 

   那須塩原市陸上競技協会 

 

４  協力 

   那須野が原公園  那須ブラーゼン  那須塩原市スポーツボランティア 

 

５  日時・スケジュール 

   令和５年１０月７日（土） ※小雨決行、荒天中止（天候判断 午前６時００分） 

     （１）受付           午前 ８時１５分 ～ 午前８時５０分 

（２）開会式          午前 ９時００分 ～ 午前９時１５分 

（３）一般・高校の部スタート  午前 ９時４０分 

（４）中学混合の部スタート   午前１１時４０分 

（５）閉会式          午後 １時１５分 ～ 午後１時３０分 

 

６  場所 

   那須野が原公園 特設コース 

 

７  区間・コース 

【一般の部・高校の部】 

６区間  １８．２ｋｍ  １区３．７ｋｍ  ２区～６区２．９ｋｍ 

【中学の部】 

７区間  １７．６ｋｍ  １区３．２ｋｍ  ２区～７区２．４ｋｍ 

   各部門とも、コースは別紙コース図参照 

 

８  出場資格 

（１）一般の部 

市内居住者、市内在学者（中学生を除く）または市内勤務者により正競技者６名、補欠競

技者４名以内により編成すること。 

（２）高校の部 

市内に所在する高等学校単位で正競技者６名、補欠競技者４名以内により編成すること。 



（３）中学混合の部 

市内に所在する中学校単位で男子正競技者４名、女子正競技者３名、補欠競技者４名以内

により編成すること。各校とも３チームまで出場することができる。 

 

※複数チームが出場する場合は、補欠競技者をチーム間で共有できる。 

 

９  表彰 

   各部門とも、総合成績第３位までを表彰し、賞状と賞品を授与する。 

各部門の区間１位の者を区間賞として表彰し、賞状と賞品を授与する。 

 

１０ アスリートビブスについて 

  （１）競技者は、主催者が用意するアスリートビブスを、正面及び背面にナンバーを読み取る 

ことができるように装着すること。 

（２）アスリートビブスは、競技中に外れることが無いように、確実にウエアに装着すること。 

 

 

 

 

 

 

チーム番号（黒）   区間番号（赤） 

 

１１ たすきについて 

  （１）たすきは、主催者で用意する。 

（２）たすきには、記録計測用トランスポンダー（ICタグ）が装着してある。取り外した場合、

記録計測ができなくなるので、絶対に取り外さないこと。 

（３）たすきは、記録計測業者からレンタルしているものである。紛失、滅失した場合、弁償の

ために実費を請求するので、取り扱いには十分注意すること。 

（４）たすきの確実な回収のために、フィニッシュ後は中継所において回収する。各チームの最

終競技者は、フィニッシュ後、中継所係員にたすきを返却すること。 

 

１２ 参加申込方法 

令和５年９月１３日（水）正午までに、申込書を郵送、持参、メールにより申し込むこと。 

【申込先】 

〒３２９－２７９２ 

那須塩原市あたご町２－３ 

那須塩原市教育委員会 スポーツ振興課 宛 

メール：sports-shinkou@city.nasushiobara.tochigi.jp 

 

 

１ １ 

mailto:sports-shinkou@city.nasushiobara.tochigi.jp


１３ 競技者の当日変更について 

（１）申込時の区間編成を変更したい場合、令和５年１０月５日（木）正午までに変更届を提出

すること。これ以降の競技者変更は認めないので、注意すること。 

（２）当日変更を認めるのは、出走を予定していた競技者にケガや病気等のやむを得ない何ら 

かの事故が起こった場合のみである。これらの理由以外による当日変更は受け付けないの

で注意すること。 

（３）上記（２）の理由があり、やむを得ず競技者の当日変更を行う場合は、午前８時５０分ま

でに大会本部に申し出ること。ただしこの場合、補欠競技者からのみ変更することとし、

登録外の競技者の起用は認めない。 

（４）一つの団体から複数チームが出場する場合、補欠の共有を認める。 

（５）一つの団体から複数チームが出場する場合において、既に区間登録されている正競技者 

の区間どうしを交替することはできない。 

 

１４ 救護について 

（１）大会主催者で、救護所及び医務員を用意する。救護所は大会本部テント横に置く。 

（２）主催者は、突発的な負傷等があった場合、現場における応急処置までを行うものとし、それ 

   以降は各自の責任において医療機関の受診等を行うこと。 

（３）参加者各自で体調に留意し、万が一体調が優れない場合は出場を見合わせるなどの各自の対 

策を行うこと。 

 

１５ 保険について 

   傷害保険については、主催者で加入する。 

 

１６ 代表者会議について 

   令和５年９月２１日（木）午後７時００分 

那須塩原市役所西那須野支所３階、３０１会議室 

上記日時及び場所において代表者会議を行う。参加する団体の代表者は必ず出席の上、競技上

の注意事項等について確認を行うこと。 

 

１７ 試走における注意事項について 

（１）試走を行う場合は、必ず那須野が原公園管理事務所に備え付ける受付簿に必要事項を記 

入してから行うこと。 

（２）試走可能時間帯は、以下のとおりである。時間を厳守して行うこと。 

〔平   日〕午前９時００分～午後５時００分 

〔土曜・休日〕午前９時００分～午後５時００分 

なお、令和５年７月２０日（木）～８月２０日（日）は、那須野が原公園ファミリープー

ルが営業中であり、公園来園者が多数いることから、事故防止のため試走を行わないこと。 

（３）試走を行う場合、大きく横に広がり道を塞ぐような方法で行わないこと。あくまでも一 

般利用者を優先すること。 

（４）本大会のコースの一部は一般道を利用している。見通しの悪い部分があるので、一般道の



部分を試走する場合は、交通事故等に十分注意すること。 

（５）路上に距離ポイント等のマークを設置する場合、各自で用意するカラーコーンやマーカー

により行うものとし、チョークや石灰等の路面に痕跡を残すような方法でのマーキングは

絶対に行わないこと。なお、カラーコーン等は各自の責任において必ず持ち帰ること。 

（６）事故、トラブル等は参加者の責任において対処し、一般利用者や公園管理事務所に迷惑を

かけないこと。 

 

１８ 大会全体の注意事項について 

  （１）大会当日、競技中であっても多くの公園利用者がいることが予想される。事故等には十 

分注意すること。 

（２）競技中は競技者及び競技役員以外コースに立入らないこと。コースへ飛び出したところ 

に走ってくる競技者と衝突すると非常に危険である。 

（３）応援する場合は、コース外で行うこと。この際、手に持った旗や幟、その他所持している

ものがコースにはみ出し、競技者に対して危害を及ぼすことが無いよう十分注意するこ

と。 

（４）安全確保のため、いかなる箇所においても伴走を禁止する。 

（５）ウォーミングアップは一般利用者等の安全に配慮した上で行い、コース外で行うこと。 

（６）ゴミ等は各自の責任において持ち帰ること。植え込み等に投げ込むのは厳禁とする。 

（７）公園内は火気厳禁である。火気の使用は行わないこと。 

（８）参加者、応援の駐車場は必ず正面駐車場を利用すること。周辺道路への路上駐車は絶対に

行わないこと。 

（９）本大会に係る問い合わせはスポーツ振興課に問合わせることとし、絶対に那須野が原公 

園には問合せしないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

１９ 個人情報の取り扱いについて 

（１）大会事務局が参加者から取得した各種個人情報は、情報管理を徹底した上で、本大会の 

運営に必要な範囲において利用する。 

（２）本大会の参加申込書をもって、個人情報の利用に同意したものとみなす。 

（３）大会主催者は、取得した個人情報について厳重に管理する責任を負う。 

  

【問合せ先】 

  那須塩原市教育委員会事務局 スポーツ振興課 

   電話 ０２８７－３７－５４３９ 

   メール sports-shinkou@city.nasushiobara.tochigi.jp 



一般の部・高校の部（６区間 １８．２ｋｍ） 

区間 招集開始時刻 招集完了時刻 通過予定時刻 
距離

(km) 

１区 

噴水広場～せせらぎ広場～テニスコ

ート管理棟前～風車前～水車小屋前

～テニスコート管理棟前 

９：１５ ９：２５ 
９：４０ 

（発走） 
3.7 

２区 
テニスコート管理棟前～風車前～水

車小屋前～テニスコート管理棟前 
９：２６ ９：３６ ９：５１ 2.9 

３区 
テニスコート管理棟前～風車前～水

車小屋前～テニスコート管理棟前 
９：３５ ９：４５ １０：００ 2.9 

４区 
テニスコート管理棟前～風車前～水

車小屋前～テニスコート管理棟前 
９：４４ ９：５４ １０：０９ 2.9 

５区 
テニスコート管理棟前～風車前～水

車小屋前～テニスコート管理棟前 
９：５３ １０：０３ １０：１８ 2.9 

６区 
テニスコート管理棟前～風車前～水

車小屋前～テニスコート管理棟前 
１０：０２ １０：１２ １０：２７ 2.9 

                    （先頭フィニッシュ予定時刻 １０：３６） 

 

 

中学混合の部（７区間 １７．６ｋｍ） 

区間 招集開始時刻 招集完了時刻 通過予定時刻 
距離

(km) 

１区 

(男子) 

噴水広場～せせらぎ広場～テニスコ

ート管理棟前～湿生広場前～テニス

コート管理棟前 

１１：１５ １１：２５ 
１１：４０ 

（発走） 
3.2 

２区 

(女子) 

テニスコート管理棟前～湿生広場前

～テニスコート管理棟前 
１１：２５ １１：３５ １１：５０ 2.4 

３区 

(男子) 

テニスコート管理棟前～湿生広場前

～テニスコート管理棟前 
１１：３２ １１：４２ １１：５７ 2.4 

４区 

(女子) 

テニスコート管理棟前～湿生広場前

～テニスコート管理棟前 
１１：３９ １１：４９ １２：０４ 2.4 

５区 

(男子) 

テニスコート管理棟前～湿生広場前

～テニスコート管理棟前 
１１：４６ １１：５６ １２：１１ 2.4 

６区 

(女子) 

テニスコート管理棟前～湿生広場前

～テニスコート管理棟前 
１１：５３ １２：０３ １２：１８ 2.4 

7区 

(男子) 

テニスコート管理棟前～湿生広場前

～テニスコート管理棟前 
１２：００ １２：１０ １２：２５ 2.4 

                    （先頭フィニッシュ予定時刻 １２：３２） 



大 会 規 定 

 

１ 大会に適用する規定 

（１）本大会は、２０２３年（公財）日本陸上競技連盟競技規則、同駅伝競走規準、本大会要項

および本規定により行う。 

（２）上記（１）のいずれによっても裁定することができない事項があった場合は、審判長の判

断によって裁定を行う。 

 

２ 招集について 

（１）出場する競技者は、招集所において競技者本人が招集を受けてから出場すること。 

（２）招集所は、大会本部付近に設置する。 

（３）招集完了時刻に遅れた場合、棄権したものとみなすので、時間に遅れないようにするこ

と。 

 

３ 中継所について 

（１）中継所は 1か所設ける。たすきの中継は中継所において行うこと。 

（２）たすきの中継は、中継線よりも進行方向側で行うこととし、必ず手渡しで行うこと。投げ

て渡した場合は失格となる。 

（３）本大会の中継所は狭く、競技者の滞留は思わぬ事故や円滑な中継所業務の妨げとなるた

め、競技役員の指示があるまで中継所内には立ち入らないこと。また、走り終えた競技者

は、後続の競技者に十分注意しつつ、速やかに中継所外に出ること。 

（４）中継所内には、競技者、競技役員、記録計測業者、大会事務局、その他事務局から許可さ

れた者以外の立入りはできない。 

（５）中継所における応援等は、円滑な中継業務や競技者の安全確保の面から禁止する。 

 

４ 繰り上げスタートについて 

繰り上げスタートは行わない。ただし、審判長がその必要性を認めた場合は繰り上げスタート

を実施することがある。 

 

５ 棄権した場合の記録の取り扱いについて 

（１）競技の途中で棄権があった場合、それまでの総合成績は公式記録として認めるが、当該区

間以降の総合成績はオープン参加となり、参考記録として扱う。 

（２）区間記録については、棄権があった区間より後の各区間の記録を公式記録として認める。 

（３）棄権があった場合、次の区間の競技者のスタートは、最後尾のチームの通過と同時にスタ

ートする。 

 


